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問 合 せ 先 経営企画管理部長 末國真一 

 （ＴＥＬ ０３－５２１７－３１２１） 

 

「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ  

 

当社は、2022年8月18日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定につ

いて決議しましたので、お知らせいたします。主な改定箇所は下線で示しております。 

 

記 

内部統制システムに関する基本的な考え方 

 当社及びグループ子会社は、社是、企業理念を追求し、実現するために必要な経営の原則とすべての役員

(取締役、監査役等)及び従業員（以下使用人とする）が持つべき考え方、価値観、行動規範をアクモスフィロソ

フィーとして制定し、このアクモスフィロソフィーを指針として、適正な職務執行のための体制を整備し、運用し、

検証し、改善するという健全な内部統制の循環を保つことが、コーポレートガバナンスにおいて重要であること

を認識し、これを内部統制システムに関する基本的な考え方としております。 

 

１．取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

(1) 当社は、当社及び当社子会社の役員及び使用人等が、定款、法令を遵守し、健全な企業経営を推進

するため、内部統制を整備する。また、各種社内規程を整備するなど、業務プロセスにおける内部統制の基

盤を整え、「整備－運用－検証－改善」という一連の循環により、健全な内部統制システムの維持、向上を

図る。 

(2) 取締役及び使用人は、職務権限規程、業務分掌及び組織規程を遵守し、業務の能率的運営を図る。ま

た、取締役は、使用人等に対しコンプライアンス重視の姿勢を率先して示し、法令遵守のための研修や教育

の機会を確保するとともに、日常の業務執行上の指導を通じ使用人にコンプライアンスの重要性を周知徹底

するよう努める。 

(3) 当社は、分権システムによる経営の健全性を維持するため、社外取締役を継続して選任し、分権システ

ムの監督機能を確保する。選任された社外取締役は、独立した観点から取締役全員の職務執行状況を監

督する。 

(4) 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は、監査の方針及び計画を立案し取締役の職

務執行の監査を行う。 

 

２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 

 取締役の職務執行に係る文書（電磁的記録を含む）については、ISMS（※１）情報セキュリティ基本方針及び

その関連規程に定められたとおり、担当職務に応じて適切に保存管理を行う。取締役又は監査等委員会か

らの閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能な状態を維持する。 

        （※1）情報セキュリティ・マネジメントシステムの略称 

 

３．当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他体制 

 

（1） 取締役会は、取締役会規程に基づき、当社の業務執行及び企業価値を阻害する危機に対処するため、

リスク管理体制が適切に運用されるよう監督する。また、継続企業として事業活動を維持・発展させるため、リ

スク管理体制の構築を推進し、リスクの発生を未然に防止する。 



（2） 業務執行上のリスクに係る情報の収集・管理は、内部監査室が行い、代表取締役に対して報告を行う。

代表取締役は、報告されたリスクについて対処方法を決定し、必要と認めた場合には、個々のリスクの内容

に応じて管理責任者を定め、リスクの速やかな解消を図る。また、再発の可能性があるリスクについては、未

然にリスクの発生を防止する体制を整える。 

(3) 大規模な災害の発生時など不測の事態が生じた場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設

置し、情報連絡体制を整え、迅速かつ適時に適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、発生する損失を最

小限に留める体制を整備する。 

(4) 当社子会社における損失の危機を回避するため、当社の取締役及び執行役員から 1 名以上が、子会

社等の役員（取締役又は監査役）として就任する。就任した当該役員は、グループ会社マネジメント規程に

則り、原則として子会社の取締役会に毎回出席（電話会議等代替的な出席方法を含む）するほか、子会社

のその他の重要な会議に出席し、子会社の業務執行の監督を行う。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

(1) 取締役会は、取締役会規程の各条項に従いその適切な運営を確保する。また、取締役会は、経営課題

に速やかに取り組むため、意思決定の機動性確保の観点から少人数の取締役で構成する。取締役は、相

互に職務執行を監督し、必要に応じ外部の専門家を起用し、助言を受けることができる。また、取締役は必

要な知識の習得や適切な更新にむけて、会社負担にて外部研修を受講する等して研鑽に努める。 

(2) 取締役会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜開催するものとする。取締役には、

年間の開催スケジュールと予想される審議事項をあらかじめ通知する。また、取締役会資料は招集の通知と

ともに事前に配付し、審議事項の内容を十分に把握する時間を確保できるよう努める。 

(3) 取締役会の決定に基づく業務執行は、職務権限規程、業務分掌及び組織規程の定めに基づき実施し、

業務を能率的に運営する。 

 

５．当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 

(1) 当社及び当社子会社は、個性豊かな専門性を持った企業集団を目指し、企業価値を最大化し、効率的

かつコンプライアンスを重視した健全な企業経営を推進するため、経営組織を分権化し、各組織の独自性

や多様性を認めることをコーポレートガバナンス上の基本方針としている。 

（2） 当社は、グループ全体に関わる内部統制については、内部監査室が監督する。内部監査室は、会社

事業の業務執行の運営状況に関する情報を収集し、監査等委員会、会計監査人及び個々の取締役と連携

し、子会社の内部統制のモニタリングを行う。 

(3) 当社グループの子会社等は、当社及びグループの他の会社との連携を保ちつつ、連邦経営のミッショ

ンの下、各社独自の経営理念を掲げ、業務執行を円滑に行うため、自社の規模、事業内容、専門性、利害

関係者等の経営環境を踏まえた独自の分権システムを整備することを基本とする。 

(4) 当社子会社の適正な業務を確保するため、当社の取締役及び執行役員から 1名以上が、子会社等の役 

員（取締役又は監査役）として就任する。就任した当該役員は、グループ会社マネジメント規程に則り、原則 

として子会社の取締役会に毎回出席（電話会議等代替的な出席方法を含む）するほか、子会社のその他の 

重要な会議に出席し、子会社の業務執行の監督を行う。 

 

６．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

 

 監査等委員会が、職務上その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は、監査

等委員会と協議の上、監査等委員会の意向を十分考慮し、当該職務を補助する監査等委員会補助使用人

を任命する。 

 

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事

項 

 

(1) 監査等委員会補助使用人の任命・異動については、監査等委員会の意見を得た上で実施する。 監査

等委員会補助使用人は、監査等委員会の指示があるまで監査等委員会の業務指示を専任して補助職務を

遂行する。 当社及び子会社は、監査等委員会補助使用人の評価を行うに当たり、監査等委員会から意見



を尊重し、監査等委員会補助使用人について不利益な扱いを行わない。 

(2) 監査等委員会補助使用人として任命されたものは、監査等委員会の指揮命令の下に職務を行うものとし、

取締役からの独立性を確保する。 

  

８．当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告

に関する体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

 

（1） 当社及び子会社の取締役及び使用人等は、当社及び子会社における重大な法令違反、その他コンプ

ライアンスに関する重要な事実を認識した場合には、直ちに監査等委員会に報告するものとする。 

（2） 監査等委員会は、いつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求め、当社及び子会社の

重要な会議への出席の機会を確保できる。 

（3） 当社及び子会社は、使用人の立場にある使用人等が前述の報告を行った場合、当該使用人等に対し

不利益な扱いを行わない。 

 

９．監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行につい

て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 

監査等委員会の職務の執行に必要と認められる費用の支出及び監査等委員会がその職務の執行につい

て生ずる費用の前払い等の請求があった際は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務

の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社は速やかに当該費用又は債務を処理する。また、必要

に応じて外部の専門家を起用するために要する費用についても、同様に支払う。 

 

10．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

（1） 監査等委員会は、監査の実施に際し、必要に応じて内部監査室に協力を要請する。また、監査等委員

会は、内部監査室の実施する子会社の監査や監督業務について助言を行うほか、監査等委員会が必要と

認めた場合は、子会社の監査（内部・外部）に同行する。 

（2） 監査等委員会は、会計監査人との情報交換に努め、密接な連携を図る。また、その他必要性がある場

合には、監査等委員会は、弁護士等外部の専門家の支援を要請できる。 

 

◆ 反社会的勢力に対する基本方針 

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

 

当社は、事業活動を通じ社会に貢献する企業として、反社会的勢力を社会の秩序や安全に脅威を与え、

健全な事業活動及び経済・社会の発展を阻害するものと位置づけ、これらの反社会的勢力とは、経済的な利

益の供与を含む一切の関係を持たないことを基本方針とする。 

 

２．反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況 

 

（1）対応統括部署 

  総務人事部を対応統括部署とし、反社会的勢力排除に対応する。 

（2）外部専門機関との連携 

  各拠点の所轄警察署及び官庁並びに弁護士などの外部専門機関と綿密に連携を図る。 

（3）反社会的勢力に関する情報の収集・管理 

  総務人事部を窓口とし、反社会的勢力に関する情報収集に努め、一元管理を行なう。 

 

 

以    上 


